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規 則  

 

 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る

規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   平 成 25 年 ６ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

横 浜 市 規 則 第 65 号  

   横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を  

   改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 15 年 ３ 月 横

浜 市 規 則 第 17 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 附 則 第 10 項 中 「 平 成 25 年 ６ 月 30 日 」 を 「 平 成 28 年 ６ 月 30 日 」 に 改

め る 。  

 附 則 別 表 ほ う 素 及 び そ の 化 合 物 の 項 中 「 50 」 を 「 40 」 に 改 め 、 同

表 ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

ふ っ 素 及 び

そ の 化 合 物  

電 気 め っ き 業 （ 海 域 以 外 の 公

共 用 水 域 に 排 水 を 排 出 す る も

の に 限 る 。 ）  

ふ っ 素 と し て  15  

昭 和 49 年 12 月 １ 日 に お い て 現

に 湧 出 し て い る 温 泉 （ 自 然 に

湧 出 し て い る も の （ 掘 削 に よ

り 湧 出 さ せ た も の を 除 く 。 以

下 同 じ 。 ） を 除 く 。 ） を 利 用

す る 事 業 所  

ふ っ 素 と し て  30  

昭 和 49 年 12 月 １ 日 に お い て 現

に 湧 出 し て い る 温 泉 （ 自 然 に

湧 出 し て い る も の に 限 る 。 ）

を 利 用 す る 事 業 所  

ふ っ 素 と し て  50  

 附 則 別 表 ア ン モ ニ ア 、 ア ン モ ニ ウ ム 化 合 物 、 亜 硝 酸 化 合 物 及 び 硝

酸 化 合 物 の 項 中 「  400 」 を 「  300 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 平 成 25 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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